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特
別
定
額
給
付
金

町地域振興課　TEL 096‒234‒1154( 内線 237)

■ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

緊
急
経
済
対
策

　

令
和
２
年
４
月
20
日
「
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
経
済
対
策
」
の

閣
議
決
定
を
受
け
て
実
施
さ
れ
て
い
る
、

ひ
と
り
10
万
円
を
一
律
に
支
給
す
る
特

別
定
額
給
付
金
事
業
が
、
間
も
な
く
申

請
受
付
期
限
を
迎
え
ま
す
。

　

町
で
は
、
国
会
で
の
補
正
予
算
成
立

後
の
５
月
12
日
に
、
町
内
在
住
者

４
３
２
１
世
帯
（
１
万
５
４
２
人
）
を

対
象
に
申
請
書
類
の
送
付
を
行
い
、
同

月
18
日
よ
り
郵
送
や
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ

る
申
請
受
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

■
申
請
率
は
99
％
超
に

７
月
20
日
現
在
、
町
で
は
町
内
の
支

給
対
象
者
の
う
ち
、
約
４
３
０
０
世
帯

か
ら
の
申
請
を
受
け
付
け
て
お
り
、
申

請
率
は
99
％
超
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
ま
で
に
対
象
者
の
99
・

53
％
に
あ
た
る
４
２
８
７
世
帯

（
１
万
４
９
６
人
）
に
対
し
て
給
付
金

の
支
給
を
完
了
し
ま
し
た
。

■ 

特
別
定
額
給
付
金
の
申
請
受
付
は

８
月
17
日
（
月
）
ま
で

　

申
請
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、
８
月

17
日
（
月
）
の
申
請
期
限
ま
で
に
、
本

人
確
認
書
類
や
振
込
先
口
座
に
関
す
る

書
類
の
写
し
を
添
付
し
て
町
地
域
振
興

課
へ
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

申
請
期
限
後
の
受
付
は
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

現
在
、
町
で
は
ま
だ
申
請
が
お
済
み

で
な
い
方
へ
の
個
別
連
絡
な
ど
を
行
っ

て
い
ま
す
。
申
請
書
類
の
郵
送
は
、
住

民
基
本
台
帳
上
の
住
所
地
に
宛
て
て
送

付
し
ま
し
た
が
、
所
在
不
定
の
対
象
者

に
つ
い
て
は
、
連
絡
手
段
が
乏
し
く
申

請
の
案
内
が
難
し
い
た
め
、
町
の
防
災

行
政
無
線
や
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な
ど

で
申
請
を
促
す
情
報
発
信
を
行
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

　

申
請
が
ま
だ
の
方
や
心
あ
た
り
の
あ

る
方
は
、
至
急
、
町
地
域
振
興
課
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
地
域
振
興
課

　

TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
５
４

国
勢
調
査

町企画課　TEL 096‒234‒1115( 内線 221)

■ 

国
勢
調
査
は
未
来
を
つ
く
る
最
も

重
要
な
統
計
調
査
で
す

　

国
勢
調
査
は
、大
正
９
年（
１
９
２
０

年
）
の
第
１
回
調
査
以
来
、
国
の
最
も

基
本
的
で
重
要
な
統
計
調
査
と
し
て
実

施
し
て
お
り
、
令
和
２
年
（
２
０
２
０

年
）
に
１
０
０
年
の
節
目
を
迎
え
ま
す
。

　

今
回
の
調
査
で
は
、「
男
女
の
別
」

「
配
偶
者
の
有
無
」「
就
業
状
態
」「
従

業
地
又
は
通
学
地
」
な
ど
の
ほ
か
、

「
世
帯
員
の
数
」「
世
帯
の
種
類
」「
住

居
の
種
類
」「
住
宅
の
建
て
方
」
の
世

帯
に
関
す
る
調
査
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

調
査
結
果
は
、
選
挙
区
の
決
定
や
過

疎
地
域
の
認
定
、
地
方
交
付
金
の
算
定

な
ど
多
く
の
法
令
で
使
用
が
規
定
さ
れ

て
お
り
、
少
子
化
対
策
や
防
災
対
策
、

生
活
環
境
の
整
備
な
ど
の
政
策
立
案
の

基
礎
資
料
と
し
て
欠
か
せ
な
い
も
の
で

す
。
こ
の
ほ
か
、
社
会
学
や
経
済
学
な

ど
の
学
術
研
究
は
も
ち
ろ
ん
、
企
業
な

ど
に
よ
る
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
需
要
予

測
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
の

立
地
計
画
な
ど
に
も
活
用
さ
れ
て
お
り
、

私
た
ち
の
社
会
や
暮
ら
し
を
支
え
る
重

要
な
情
報
基
盤
と
な
っ
て
い
ま
す
。

■ 

国
勢
調
査
の
概
要

　

国
勢
調
査
は
５
年
に
１
度
実
施
さ
れ

る
大
切
な
調
査
で
す
。

▼
調
査
期
日

　

10
月
１
日
現
在

▼
回
答
期
間

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
期
間

　

９
月
14
日（
月
）〜
10
月
７
日（
水
）

・
調
査
票
（
紙
）
で
の
回
答
期
間

　

10
月
１
日（
木
）〜
10
月
７
日（
水
）

▼
調
査
の
対
象

　

10
月
１
日
現
在
、
日
本
国
内
に
ふ
だ

ん
住
ん
で
い
る
す
べ
て
の
人
（
外
国
人

を
含
む
）
お
よ
び
世
帯

※ 

統
計
法
で
は
、
正
確
な
統
計
を
作
成

す
る
た
め
に
、
調
査
に
回
答
す
る
義

務
（
報
告
義
務
）
が
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

▼
調
査
の
流
れ

　

９
月
14
日
（
月
）
か
ら
調
査
員
が
お

宅
を
訪
問
し
、
調
査
書
類
を
配
布
し
ま

す
。
で
き
る
限
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

の
回
答
を
お
願
い
し
ま
す
。

令和２年国勢調査
は じ ま り ま す

便利なインターネット回答は９月14 日（月）から

特別定額給付金の申請が
間もなく終了します

申 請 書 類 の 提 出 は お 済 み で す か
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国
民
年
金

町住民生活課　TEL 096‒234‒1113( 内線 104)

■ 

納
付
済
期
間
が
満
た
な
い
場
合
に

任
意
加
入
で
受
取
額
を
増
や
せ
ま
す

　

老
齢
基
礎
年
金
（
65
歳
か
ら
受
け
ら

れ
る
年
金
）
は
、
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で

の
40
年
間
、
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め

な
け
れ
ば
、
満
額
の
年
金
を
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

保
険
料
の
納
め
忘
れ
な
ど
に
よ
り
納

付
済
期
間
が
40
年
間
に
満
た
な
い
場
合

は
、
60
歳
か
ら
65
歳
に
な
る
ま
で
の
間

に
国
民
年
金
に
任
意
加
入
し
て
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
に
よ
り
、
受
取
額
を
満

額
に
近
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格

期
間
は
、
保
険
料
の
納
付
済
期
間
や
免

除
期
間
な
ど
が
原
則
と
し
て
10
年
以
上

（
平
成
29
年
８
月
１
日
に
25
年
か
ら
10

年
に
短
縮
さ
れ
ま
し
た
）
必
要
と
な
り

ま
す
が
、
こ
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な

い
場
合
は
、
65
歳
に
な
る
ま
で
任
意
加

入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

保
険
料
の
納
付
方
法
は
、
原
則
と
し

て
口
座
振
替
と
な
り
ま
す
。

■
海
外
在
住
の
場
合
も
加
入
で
き
ま
す

　

海
外
に
在
住
す
る
日
本
国
籍
を
持
つ

方
も
、
国
民
年
金
に
任
意
加
入
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
保
険
料
の
納
付
方
法

は
、
国
内
に
い
る
親
族
な
ど
の
協
力
者

が
ご
本
人
の
代
わ
り
に
納
め
る
方
法
と
、

日
本
国
内
に
開
設
し
て
い
る
預
金
口
座

か
ら
引
き
落
と
す
方
法
が
あ
り
ま
す
。

■
対
象
と
な
る
方
と
申
請
方
法

対
象
と
な
る
方
は
、
次
の
と
お
り
で

す
。

・ 

年
金
額
を
増
や
し
た
い
方
は
、
65
歳

に
な
る
前
の
月
ま
で

・ 

受
給
資
格
期
間
を
満
た
し
て
い
な
い

方
は
、
65
歳
に
な
る
前
の
月
ま
で

・ 

外
国
に
居
住
す
る
20
歳
以
上
65
歳
未

満
の
日
本
人

　

年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金
番
号
が

分
か
る
も
の
、
通
帳
、
認
印
、
金
融
機

関
届
出
印
を
準
備
の
上
、
町
住
民
生
活

課
ま
た
は
熊
本
東
年
金
事
務
所
に
お
申

し
出
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

熊
本
東
年
金
事
務
所

　

TEL
０
９
６
‐
３
６
７
‐
２
５
０
３

国
民
健
康
保
険

町住民生活課　TEL 096‒234‒1113( 内線 106)

■ 

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の

更
新
は
お
早
め
に

　

甲
佐
町
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の

令
和
元
年
度
被
保
険
者
証
（
う
ぐ
い
す

色
）
の
有
効
期
限
は
、
令
和
２
年
７
月

31
日
（
金
）
で
す
。

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方

で
ま
だ
令
和
２
年
度
被
保
険
者
証
（
桃

色
）
が
お
手
元
に
な
い
方
は
、
簡
易
書

留
と
書
か
れ
て
い
る
黄
色
い
封
筒
が
来

て
い
な
い
か
確
認
を
し
て
い
た
だ
き
、

町
住
民
生
活
課
保
険
係
に
来
て
い
た
だ

く
か
お
問
い
合
わ
せ
し
て
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

※ 

窓
口
で
の
被
保
険
者
証
の
受
け
取
り

の
方
は
、
古
い
被
保
険
者
証
（
世
帯

に
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
が
複
数

い
る
場
合
は
、
全
員
の
被
保
険
者
証
）

と
印
か
ん
、
運
転
免
許
証
や
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
本
人
確
認
が
で
き

る
も
の
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
国
民
健
康
保
険
税
の
納
付
が

遅
れ
た
世
帯
で
、
別
途
通
知
の
あ
る
方

は
、
納
付
相
談
を
し
て
い
た
だ
い
た
上

で
の
更
新
と
な
り
ま
す
。

■「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」に
つ
い
て

　

町
か
ら
年
数
回
配
布
し
て
い
る
「
医

療
費
の
お
知
ら
せ
」
は
、
医
療
費
控
除

の
申
告
手
続
き
で
医
療
費
の
明
細
書
と

し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
令

和
２
年
度
の
「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」

の
送
付
は
次
の
通
り
と
な
り
ま
す
。

・
令
和
２
年
１
月
〜
３
月
診
療
分

　
（
令
和
２
年
８
月
送
付
）

・
令
和
２
年
４
月
〜
６
月
診
療
分

　
（
令
和
２
年
11
月
送
付
）

・
令
和
２
年
７
月
〜
10
月
診
療
分

　
（
令
和
３
年
２
月
送
付
）

・
令
和
２
年
11
月
〜
12
月
診
療
分

　
（
令
和
３
年
５
月
送
付
）

※ 

11
月
〜
12
月
診
療
分
は
、
令
和
３
年

５
月
に
行
政
区
配
達
で
お
送
り
し
ま

す
。
令
和
３
年
２
月
か
ら
の
確
定
申

告
に
は
、
当
該
月
分
の
領
収
証
が
必

要
に
な
り
ま
す
の
で
必
ず
保
管
を
お

願
い
し
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
住
民
生
活
課

　

TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
３

国民健康保険被保険者証
の更新はお済みですか

詳しくは町住民生活課へお尋ねください

ご 存 じ で す か？
国民年金の任意加入制度

詳しくは町住民生活課へお尋ねください


